
答申第１０４号

令和２年７月２７日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松 永 満 佐 子

住民基本台帳法施行条例の一部改正について（答申）

令和２年６月１７日付け市第３３０号で諮問のありましたこのことについて，下記の

とおり答申します。

記

諮問のあった事務を住民基本台帳法施行条例に追加し，本人確認情報を利用すること

は適当であると認める。

なお，次の事項について特に配慮すること。

１ 申請者本人の理解が不十分なまま，本人確認情報を収集される懸念があることか

ら，利用事務の拡大について，十分な周知を図ること。

２ 利用事務の担当者に対する研修の実施その他の保護措置を十分に行い，一層のセ

キュリティ確保に努めること。



徳島県個人情報保護審査会審議経過

回 開催年日 内容

第１２３回 令和２年６月２９日 諮問

審議

第１２４回 令和２年７月２７日 審議
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